
農家

◎研修生の要件◎

研修生は、次に掲げる要件を全て満たす方とします。

(１) 年齢は１８歳以上４８歳以下であること。

(２) 研修終了後、栃木市内に居住し就農すること。

(３) 就農に向けた相談や協議を市や県と行ったことがあり、就農に強い意欲がある人。

(４) 普通自動車免許を有し、研修期間中の車等の移動手段を有していること。

(５) 就農時に必要な自己資金を有していること。

新規就農促進研修支援事業及び新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金における研修機関の

認定を受けています。(事業の活用には、各種要件を満たすことが必要です。）

◎研修期間◎

毎年４月１日～翌年３月３１日（１年間）

◎研修内容◎

・実地研修：市内のいちご生産者（マイスター）の下での研修

・座学研修：とちぎ農業未来塾での研修（就農準備専門研修Ⅰコースの受講が必須）


